
 

【日 時】２０１９年４月１２日（金）午後１時３０分～午後４時３０分  

【会 場】新宿エルタワー３０階 Ｂ室 

※新宿区西新宿 1-6-1 （新宿駅西口徒歩 10 分） 

     ※地図は、「受講票」とともにお送りいたします。 

【受講料】10,000 円（指定口座にお振込みください。振込手数料はご負担ください。） 

【席 数】100 席 

【テーマ】最近の消費税改正事項と実務の留意点 

【講 師】税理士・公認会計士 中田 ちず子 氏 

【講師より】 

今年 10 月の税率改定と同時に軽減税率が適用され、また 2023 年 10 月には

インボイス制度の導入がすでに決定されています。消費税をめぐっては、これ

以外にも国際電子商取引の課税関係や、高額特定資産に係る特例の創設など、

近年大きな改正が相次いでいます。 

この機会に、これらの制度について整理し、実務上の留意点をお話ししたい

と思います。 

【主な内容】 

１.税率改定と軽減税率導入 

２.インボイス制度 

３.国際電子商取引に係る取扱い 

４.高額特定資産に係る特例措置 

５.その他最近の改正点 

【申込方法】 

※本組合未加入の税理士会員も受講できます。 

1. 受講申込書をご記入のうえ、本組合あてにＦＡＸ、または本組合ホームページ内の「お

問い合わせ」フォームよりお申込みください。 

2. お申込み受付後、1 週間以内に仮受付確認書をＦＡＸまたはメールでお送りいたします

ので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。定員に達している場

合は、その旨お知らせいたします。 

3. 入金確認後、「受講票」を開催日約２週間前から順次郵送いたします。 

【注意事項】 

 2019 年度研修受講時間となります。受講票が研修カードの代わりとなりますので、申

込書に税理士登録番号を必ずご記入いただき、当日は受講票をお持ちください。 

 受講料入金後にキャンセルされる場合は開催日の 7 日前（応当日が土日祝の場合はそ

の前営業日）までにご連絡ください。振込手数料差し引きのうえ、ご返金いたします。 

 本組合の組合員及び準会員は受講料に「特別優待券」または「新規加入優待券」を充

当できます。（1 回の研修会につき、1 枚以上の利用。ご本人名義または事務所名義の

ものに限ります。）利用される場合は受講料の振込金額が異なりますので、申込み時に

利用される枚数を明記してください。(利用の明記がない場合は「優待券」の利用はで

きません。)なお、「優待券」利用の場合は、研修会当日に必ず「優待券」をご持参く

ださい。ご持参されない場合は差額を現金にてお支払いただきますのでご了承くださ

い。 

お申込み･お問い合わせ先 

①ＦＡＸでお申込みの方は、《受講申込書》にご記入の上お申込みください。 

ＦＡＸ：０３（３３５４）６４４６ 

②お問い合わせ先：東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03（3354）6141 

東京税理士協同組合主催 

《会則３時間》組合員等研修会  



 

＜個人情報の取扱いについて＞ 

※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本

組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研

修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、また

は、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしま

すが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

（お問い合わせ：㈱日税ビジネスサービス 総務部総務部長 TEL 03(3340)6169） 

 

 

 

《受講申込書》 
◆２０１９年４月１２日（金）開催 

最近の消費税改正事項と実務の留意点 

の組合員等研修会に申込みます。 

（氏名）          （所属支所）  

（登録番号）  

（住所） 〒 

 

（ＴＥＬ） （ＦＡＸ） 

（Ｅ-mail） 

（優待券） 4,000 円×(   )枚 / 3,000 円×(   )枚 / 2,000 円×(   )枚  を利用します。 


